
                    

   

 

 
 

 

 

 

 
 

平成２６年９月１０日（水）、１１日（木）、１２日（金）の３日間にわたり実施した関東甲信越ブロック「高齢者被

害防止共同キャンペーン」高齢者被害特別相談の結果についてお知らせします。 

本特別相談は、東京都及び２３区２６市１町３消費者団体で同時期に実施しました。 
  
１ 高齢者相談の件数                    

 
 

 
 

 

 
 
２ 東京都消費生活総合センターで受け付けた相談の概要 
 
（１）相談件数  １１７件  

                                                
（２）相談の概要                                    

① 平 均 年 齢    ７４．６歳  

② 平均契約金額  ４８３万９千円  

③ 最高契約金額   ５６００万円 
   

（３）主な相談  

  ① 行政機関を騙る電話 

 消費生活センター、国、都の職員を装い、「個人情報が漏れているので削除する」「被災地支援

に協力してほしい」と言われお金を要求されたり、「簡単なアンケートに答えて」と言われ個人情

報を聞き出す等の相談 

② 利殖商法 

公社債、未公開株等の購入に伴い高額な被害にあっている相談 
                                  

 

    

 

 

 

 

 

 

  

東京くらしＷＥＢ http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/ 

 

 

 

 

区   分 受付件数 
東京都消費生活総合センター １１７件 
都内区市町消費生活センター等 ３９５件 

東京都内 計 ５１２件 

高齢者被害特別相談の実施結果について 

  ～行政機関を騙る電話に注意！！～  
 

問合せ先：東京都消費生活総合センター相談課  

電話：０３－３２３５－９２９４ 

東京都消費生活総合センター  

◆ご本人からの相談は 
高齢者被害１１０番         ０３－３２３５－３３６６  

◆ご家族、ホームヘルパー、ケアマネジャー等からの通報・問合わせは 
高齢消費者見守りホットライン  ０３－３２３５－１３３４  

◆その他、一般の相談は 
消費生活相談          ０３－３２３５－１１５５  

 

平成２６年１０月２９日

生 活 文 化 局 

 

（案） 

http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/


 

３ 主な相談事例    

○ 詐欺？「個人情報を削除してあげる」と東京都生活相談センターから電話が！ 

  「東京都生活相談センター」を名乗る人から、「あなたの個人情報が大手通販会社２社と被災者

の支援団体の名簿に載っている。このままだと被害を受けるので削除してあげる」と電話があり削

除を依頼した。再度電話があり、「通販会社２社は削除できたが、被災者の支援団体は削除できな

かった。削除するには別名義の登録が必要だが、名義を貸す団体があるので紹介する」と言い出し

た。通販などやったこともなく、詐欺だと思いきっぱり断り電話を切った。情報提供したい。 

（契約当事者 ７０歳代 男性) 

 

○ だまされた！被災地支援のためと思い権利を購入し９００万円を宅急便で送ってしまった！ 

一人暮らしの母宛に高齢者支援センターの職員と名乗る人から電話があった。「被災地支援のた

めの薬品についての権利がある」と言われ、母は被災地の支援ができるならばと思い話を聞いた

ようだ。「権利は９００万円で、購入してもすぐに返金する。母の個人名が出るのを防ぐため、別

の行政機関の職員の自宅宛に宅配便で送るように」と指示され現金を送ってしまった。その後す

ぐに電話がつながらなくなった。警察にも相談し被害届を出したが、少しでも情報が欲しい。同

様の相談はあるか。（契約当事者 ８０歳代、女性）  

 

○ また二次被害？過去に原野の二次被害にあっているが、最近不動産業者から何度も電話が！ 

知り合いが、原野商法の被害にあったようだ。数年前「所有している別荘地を売却しないか」と

電話があり、自宅を訪ねてきた不動産業者に依頼したところ、別の土地を買わされたらしい。契

約先は２社で金額は２，４００万円。もともとの土地も買わされた土地もいわゆる原野で、共に

買い手がつかない土地のようだ。最近、２社とは別の不動産業者から日に何度も電話があるとい

う。どうしたら良いか。（契約当事者 ７０歳代、女性） 
 

○ 名義貸し？返金するからとレターパックでお金を送り、最後は脅され結局１６０万円！ 

昨年１０月に聞いたこともないＡ証券会社から電話があった。話の内容はよく分からなかったが、

「どこかの企業の株を買うのに、自分の名義を貸して欲しい」と言われていると理解した。そして、

「そのことは誰に聞かれても知らないと答えるように」と言われた。 

その後、聞き覚えのあるＢ企業から電話があり、「４、５日後に返金するので５０万円をレター

パックで送るように」と指示された。しかし、約束の日に返金されず、電話も通じなくなった。 

２週間ほど経ち、Ｂ企業から電話があり、「金融監督部門の検査が入るので５０万円送ってほし

い」と指示され、これにも応じた。 

更に３日後、再びＢ企業から電話があり、「Ａ証券会社から違法な振り込みが２件あったが知っ

ているか」と聞かれた。約束通り「知らない」と答えると、「そのような嘘を言うと孫の代まで公

的機関は一切利用できなくなる」と脅され、６０万円を支払わされた。被害の回復は可能か。 

（契約当事者 ７０歳代、女性） 

 
 

○ 訪問販売で３０万円の浄水器を購入！契約書類等が何もない! 

ひとり暮らしの母が事業者の訪問を受け、浄水器の購入契約をした。翌日、事業者は古い浄水器

を取りはずした後、新しい浄水器を設置し、母は家にあった３０万円を払ったという。母を訪ね

たところ、事業者の名刺、契約書、領収書、取扱説明書などの書類が何も無い。浄水器に書かれ

たメーカー名しかわからないがクーリング・オフできるか。（契約当事者 ８０歳代 女性） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 消費者へのアドバイス 

● 消費生活センター等の行政機関が個人情報を削除することはできません。 

● 「名義を貸して」「後日返金するのでお金を払って」等のセールストークを信じてはいけません。 

また、現金をレターパックや宅配便で送ってと指示されても絶対に応じてはいけません。 

● 契約にあたっては、一人で決めずに家族等とよく相談しましょう！ 

● 高齢者を悪質商法から守るのは周りの目です！ 

地域の高齢者や離れて暮らす親を意識し、みんなで被害から守りましょう。おかしいなと思った

ら、最寄りの消費生活センターにご相談ください。 



別　紙

№ 団体名 № 団体名

1 東京都 東京都消費生活総合センター 28 三鷹市 三鷹市消費者活動センター　

2 千代田区 千代田区消費生活センター 29 青梅市 青梅市消費者相談室

3 中央区 中央区消費生活センター 30 府中市 府中市消費生活相談室

4 港区 港区立消費者センター 31 昭島市 昭島市消費生活相談室

5 新宿区 新宿区立新宿消費生活センター 32 調布市 調布市消費生活相談室

6 文京区 文京区消費生活センター 33 町田市 町田市消費生活センター

7 台東区 台東区消費者相談コーナー 34 小金井市 小金井市消費生活相談室

8 墨田区 すみだ消費者センター 35 小平市 小平市消費生活相談室

9 江東区 江東区消費者センター 36 日野市 日野市消費生活相談室

10 品川区 品川区消費者センター 37 東村山市 東村山市消費生活センター

11 目黒区 目黒区消費生活センター 38 国分寺市 国分寺市消費生活相談室

12 大田区 大田区立消費者生活センター 39 国立市 国立市消費生活相談コーナー

13 世田谷区 世田谷区消費生活センター 40 西東京市 西東京市消費者センター

14 渋谷区 渋谷区立消費者センター 41 福生市 福生市消費者相談室

15 中野区 中野区消費生活センター 42 狛江市 狛江市消費生活相談コーナー

16 杉並区 杉並区立消費者センター 43 東大和市 東大和市消費生活相談窓口

17 豊島区 豊島区消費生活センター 44 清瀬市 清瀬市消費生活センター

18 北区 北区消費生活センター 45 東久留米市 東久留米市消費者センター

19 荒川区 荒川区消費者相談室 46 武蔵村山市 武蔵村山市消費生活相談室

20 板橋区 板橋区消費者センター 47 多摩市 多摩市消費生活センター

21 練馬区 練馬区消費生活センター 48 稲城市 稲城市消費者相談室

22 足立区 足立区消費者センター 49 羽村市 羽村市消費生活センター

23 葛飾区 葛飾区消費生活センター 50 あきる野市 あきる野市消費生活相談窓口

24 江戸川区 江戸川区消費者センター 51 瑞穂町 瑞穂町消費生活相談窓口

25 八王子市 八王子市消費生活センター 52 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

26 立川市 立川市消費生活センター 53 公益社団法人 日本消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会

27 武蔵野市 武蔵野市消費生活センター 54 一般財団法人 日本消費者協会

実施機関実施機関

平成26年度 「高齢者被害特別相談」実施機関



＜参考＞ 東京都内全域で受け付けた相談の分析（別紙 都及び２３区２６市１町３消費者団体）  
 
（１） 相談件数  ５１２件                                               

                                                

（２） 相談の概要  
 

(ア) 契約当事者の年齢構成比 

 
 
 
 
 

(ウ) 契約金額 
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83% 

本人以外 

88件 

 17% 

全体512件 

(エ) 販売形態の構成比 

＊契約金額不明等は 262件 

８０歳以上の方に関する相談が２６％も！ 

(件) 

５００万円以上の契約が２６件も！ 

(イ) 契約当事者の男女構成比 

(オ) 相談者の構成比 

＊ 本人以外からの相談の内訳は 

 家族･親族 67 件、友人 10 件、介護事業者等 11 件 
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